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東京税理士会共催 日税研理論ゼミ

―
判
決
に
お
け
る「
重
要
な
事
実
」―

判
決
を
自
己
解
決
に
活
用
す
る
た
め
に

は
じ
め
に

判
決
の
効
力
は
、
そ
の
対
象

と
な
る
事
件
に
つ
い
て
生
じ
、

他
の
事
件
に
は
及
び
ま
せ
ん
。

判
決
の
効
力
の
一
つ
で
あ
る

「
拘
束
力
」
は
、
当
事
者
で
あ

る
行
政
庁
を
拘
束
し
、
同
一
人

に
対
し
、
取
り
消
さ
れ
た
処
分

と
同
一
の
内
容
で
処
分
す
る
こ

と
を
禁
止
し
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
個
別
具
体
的

な
事
実
関
係
が
自
分
の
抱
え
る

問
題
と
一
致
し
な
け
れ
ば
、
判

決
を
自
己
解
決
に
活
用
で
き
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問

も
生
じ
ま
す
。

し
か
し
、
裁
判
官
が
認
定
す

る
事
実
関
係
の
中
に
は
、
結
論

に
直
接
影
響
す
る
「
重
要
な
事

実
」
と
、
結
論
に
は
影
響
を
与

え
な
い
「
意
味
の
な
い
事
実
」

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
重
要
な

事
実
」
を
発
見
し
、
自
己
の
抱

え
る
問
題
に
適
用
で
き
る
か
を

検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

こ
の
作
業
に
は
、
想
像
力
が
必

要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

１
、「
重
要
な
事
実
」

を
探
そ
う
！

で
は
、
具
体
的
な
事
例
か

ら
、「
重
要
な
事
実
」
を
探
し

て
み
ま
し
ょ
う
。「
重
要
な
事

実
」
は
、
そ
の
有
無
に
よ
っ
て

結
論
が
変
わ
る
こ
と
に
な
る
事

実
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
、
読
む
の
は
「
武
富
士

事
件
」
と
い
わ
れ
る
住
所
の
意

義
が
争
わ
れ
た
判
決
で
す
。
地

裁
で
は
納
税
者
の
主
張
が
認
め

ら
れ
ま
し
た
が
、
高
裁
で
は
逆

転
敗
訴
し
、
現
在
上
告
中
の
事

案
で
す
。
で
は
、
地
裁
は
「
重

要
な
事
実
」
を
ど
の
よ
う
に
認

定
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

①
平
１９
・
５
・
２３
東
京
地

裁
・
Ｚ
８
８
８
―
１
２
４

８
（
全
部
取
消
し
）

原
告
（
被
控
訴
人
）
は
、
平

成
１１
年
１２
月
２７
日
付
け
株
式
譲

渡
証
書
に
よ
り
、
両
親
か
ら
国

外
財
産
で
あ
る
Ａ
社
の
出
資
の

贈
与
を
受
け
た
と
こ
ろ
、
Ｓ
税

務
署
長
は
平
成
１１
年
分
の
贈
与

税
及
び
無
申
告
加
算
税
総
額

１
３
３
０
億
円
余
り
の
決
定
処

分
を
行
い
ま
し
た
。
原
告
は
、

贈
与
当
時
、
原
告
の
住
所
は
香

港
に
あ
っ
た
と
し
て
旧
相
続
税

法
１
条
の
２
第
１
号
に
よ
り
納

税
義
務
を
負
わ
な
い
と
主
張
し

て
、
処
分
の
取
消
し
を
求
め
て

い
ま
す
。

地
裁
の
判
断
の
骨
子
は
以
下

の
と
お
り
で
す
。

１
、
住
所
と
は
、
各
人
の
生
活

の
本
拠
を
指
す
も
の
と
解
す

る
の
が
相
当
で
あ
る
。

２
、
住
所
の
判
定
は
、
一
般
的

に
は
、
住
居
、
職
業
、
生
計

を
一
に
す
る
配
偶
者
等
の
有

無
、
資
産
の
所
在
等
の
客
観

的
事
実
に
基
づ
き
総
合
的
に

判
定
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
主
観
的

な
居
住
意
思
は
補
充
的
な
考

慮
要
素
に
と
ど
ま
る
も
の
と

解
さ
れ
る
。

３
、
原
告
の
香
港
に
お
け
る
業

務
が
贈
与
税
を
回
避
す
る
た

め
に
作
出
さ
れ
た
外
形
に
す

ぎ
な
い
と
は
認
め
ら
れ
な

い
。
原
告
の
香
港
滞
在
の
目

的
の
一
つ
に
贈
与
税
の
負
担

回
避
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

現
実
に
原
告
が
香
港
自
宅
を

拠
点
と
し
て
生
活
し
て
い
た

事
実
が
消
滅
す
る
わ
け
で
は

な
い
。

４
、
原
告
は
、
３
年
半
ほ
ど
の

滞
在
期
間
中
、
約
６５
パ
ー
セ

ン
ト
に
相
当
す
る
日
数
、
香

港
で
生
活
し
、
国
内
に
は
約

２６
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る

日
数
し
か
滞
在
し
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
贈
与

税
回
避
の
目
的
そ
の
他
被
告

の
指
摘
す
る
諸
事
情
を
考
慮

し
て
も
な
お
、
本
件
贈
与
日

に
お
い
て
、
原
告
が
日
本
国

内
に
住
所
を
有
し
て
い
た
と

認
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。

地
裁
は
、
前
記
判
示
の
１
及

び
２
の
前
提
に
立
ち
、
客
観
的

に
生
活
の
本
拠
た
る
住
所
の
認

定
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
結

果
、
滞
在
日
数
の
割
合
を
比
較

し
て
香
港
に
住
所
が
あ
る
と
い

う
結
論
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
重
要

な
事
実
」
は
、
現
実
に
生
活
を

し
て
い
た
事
実
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

一
方
、
被
告
（
控
訴
人
）
は
、

原
告
の
香
港
滞
在
の
目
的
は
贈

与
税
の
租
税
回
避
に
あ
り
、
真

の
居
住
意
思
は
日
本
国
内
の
自

宅
に
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
仮
に
租
税
回
避

の
目
的
が
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
原
告
が
滞
在
期
間
中
の
６５

パ
ー
セ
ン
ト
を
香
港
で
生
活
し

て
い
た
と
い
う
事
実
に
変
更
が

あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

地
裁
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
被
告

主
張
の
主
観
的
事
情
の
有
無

は
、「
意
味
の
な
い
事
実
」
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
は
、
控
訴
審
で
は
「
重
要

な
事
実
」
を
ど
の
よ
う
に
認
定

し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

②
平
２０
・
１
・
２３
東
京
高

裁
・
Ｚ
８
８
８
―
１
３
０

５
（
原
判
決
取
消
し
）

控
訴
審
の
判
断
の
骨
子
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

１
、
一
定
の
場
所
が
生
活
の
本

拠
に
当
た
る
か
否
か
は
、
客

観
的
事
実
に
居
住
者
の
言
動

等
に
よ
り
外
部
か
ら
客
観
的

に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る

居
住
者
の
主
観
的
意
思
を
総

合
し
て
判
断
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
。
特
定
の
場
所
を
住

所
と
判
断
す
る
に
つ
い
て

は
、
単
に
滞
在
日
数
が
多
い

か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
す

べ
き
も
の
で
も
な
い
。

２
、
被
控
訴
人
は
、
香
港
出
国

の
際
、
香
港
に
居
住
す
れ
ば

将
来
贈
与
税
の
負
担
回
避
が

で
き
る
こ
と
等
を
認
識
し
、

出
国
後
は
、
滞
在
期
間
を
通

じ
て
国
内
滞
在
日
数
が
多
す

ぎ
な
い
よ
う
注
意
を
払
い
、

滞
在
日
数
を
調
整
し
て
い
た

も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で

あ
る
。

３
、
被
控
訴
人
の
香
港
を
生
活

の
本
拠
と
し
よ
う
と
す
る
居

住
意
思
は
強
い
も
の
で
あ
る

と
は
認
め
ら
れ
ず
、
被
控
訴

人
の
香
港
に
お
け
る
職
業
活

動
を
考
慮
し
て
も
、
被
控
訴

人
の
生
活
の
拠
点
は
国
内
の

自
宅
に
あ
っ
た
と
認
め
る
の

が
相
当
で
あ
る
。

控
訴
審
で
は
、
主
観
的
意

思
、
特
に
贈
与
税
の
負
担
回
避

と
い
う
主
観
的
事
情
を
「
重
要

な
事
実
」
と
認
定
し
て
い
ま
す
。

地
裁
が
「
重
要
な
事
実
」
と
認

定
す
る
滞
在
日
数
は
、
仮
に
１

０
０
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
て

も
、
控
訴
審
の
結
論
に
は
影
響

を
与
え
な
い
「
意
味
の
な
い
事

実
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

２
、
事
実
関
係
を

整
理
し
よ
う
！

武
富
士
事
件
は
、
租
税
法
独

自
の
事
実
認
定
の
あ
り
方
が
問

わ
れ
た
事
案
で
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
せ
っ
か
く
「
重
要

な
事
実
」
を
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
て
も
、
最
終
的
に
は
最
高

裁
の
判
断
を
待
た
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
Ｔ
Ａ
Ｉ

Ｎ
Ｓ
の
「
雑
誌
目
次
検
索
」
で

検
索
す
れ
ば
税
務
雑
誌
８
誌
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
判
例
評
釈
の

情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
地
裁
、
高
裁
そ
れ
ぞ
れ
を

支
持
す
る
判
例
評
釈
を
読
み
比

べ
る
こ
と
に
よ
り
、
事
実
関
係

の
整
理
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
他
の
判
決
を
Ｔ
Ａ
Ｉ

Ｎ
Ｓ
で
検
索
し
、
比
較
を
し
て

み
る
こ
と
も
事
実
関
係
の
整
理

に
役
立
ち
ま
す
。

そ
の
意
味
で
、
国
外
で
株
式

を
譲
渡
し
た
原
告
の
住
所
の
認

定
を
争
点
と
す
る
次
の
判
決

（
ユ
ニ
マ
ッ
ト
事
件
）
は
、
非

常
に
有
意
義
な
も
の
で
す
。

③
平
１９
・
９
・
１４
東
京
地

裁
・
Ｚ
８
８
８
―
１
３
０

１
（
全
部
取
消
し
）

平
２０
・
２
・
２８
東
京
高

裁
・
Ｚ
８
８
８
―
１
３
２

０
（
控

訴

棄

却
）（
納

税

者
勝
訴
）（
確
定
）

お
わ
り
に

Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
、
難

解
な
事
実
認
定
に
、
ぜ
ひ
、
チ

ャ
レ
ン
ジ
し
て
く
だ
さ
い
。

正
木

洋
子﹇
目
黒
支
部
﹈

「同族会社の行為計算の否認規定と租税回避の検討」
―対応的調整を含む―

【講 師】田中 治 教授 （同志社大学・日本税法学会理事長）

【研修内容】

各税法による同族会社の行為計算の否認につき、具体的な紛争例を素材に、その問題点と課題を検討する。租税

回避行為を否認することの意味と限界は何か、平成１８年度改正による「対応的調整」の意義は何か、などにも触れる。

【研修題目】

１ 租税回避行為の一例としての同族会社の行為計算

２ 租税回避行為と脱税、節税との違い

３ 租税回避行為の否認の意味―実質主義、推計課税との違い

４ 同族会社の行為計算否認規定の適用の順序

５ 同族会社の行為計算否認規定の発動要件

６ 同族会社の行為計算否認規定と対応的調整

７ 同族会社の行為計算否認規定と理由の差替え

８ 租税負担軽減行為に対する課税庁の対応の特徴

【日 時】平成２０年１０月１４日（火）１０：００～１７：００

【会 場】：日精ホール(JR大崎駅徒歩３分）
【参加費用】〈賛助会員〉８，０００円（割引）〈非賛助会員〉１２，０００円

〈新規入会の方〉 ２３，０００円（受講料＋賛助会費・年額１５，０００円）

【定 員】２００名程度（先着順） 【受講資格】どなたでも受講いただけます。

【研修時間】６時間認定いたします。

【申 込】１．参加費用は、前金制となっております。郵便振替にてお払い込み下さい。
２．申込書に、必要事項をご記入いただき、受講料の領収証を貼付の上、

FAX又は郵送でご送付下さい。

３．本研修は定員に限りがあるため、参加費用をお振込いただく前に、
応募状況を御確認下さい（日税研ホームページ等でも応募状況をご確認頂けます）。

※お申込は、従来のFAXによるお申込に加え、日税研ホームページからもお申込頂けます。賛助会員の方で、

ホームページからお申込頂く場合は、賛助会員価格適用のため、ログインID・パスワードを設定の後、お申

込下さい。 URL http : //www.jtri.or.jp/

【お問合せ】（財）日本税務研究センター「ゼミナール」係
〒１４１－００３２ 東京都品川区大崎１－１１－８ 日本税理士会館１階

FAX：０３（５４３５）０９１４／TEL：０３（５４３５）０９１２

東京「同族会社・否認規定」ゼミ申込書
ふりがな

○氏 名：

○住 所：〒

ＴＥＬ： （ ）

ＦＡＸ： （ ）

○Ｅ－ｍａｉｌ アドレス： ＠

○所 属： 税理士会 支部

税理士登録番号：

○参加費用：・賛助会員 ８，０００円

非賛助会員 １２，０００円

賛助会員新規入会 ２３，０００円

（賛助会費１５，０００円＋賛助会員受講料８，０００円）

○受講料入金：参加費用等は、郵便振替にて下記口座へご入金下さい。

東京 ００１７０－６－５８３９８（財）日本税務研究センター

※勝手ながら、振込手数料はご負担願います。

◎参加費用お振込み前に、日税研ＨＰ等にて応募状況をご確認下さい。

ＵＲＬ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｔｒｉ．ｏｒ．ｊｐ／

※お申し込みの際には、受講料をご入金の上、

受領印のある振替用紙を貼付して、そのコピーを送信（FAX・郵送）願います。

FAX：０３（５４３５）０９１４
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